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「
国
も
狭
に
生
ひ
立
ち
栄
え
」

─
橘
を
植
え
ひ
ろ
め
た
人
々

佐
藤
　
陽

一
　
タ
ヂ
マ
モ
リ
の
使
命

又
、
天
皇
、
三
宅
連
等
が
祖
、
名
は
多
遅
摩
毛
理
を
以
て
、
常
世
国
に
遣
し
て
、
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
を
求
め
し
め
き
。
故
、
多
遅
摩
毛

理
、
遂
に
其
の
国
に
到
り
、
其
の
木
実
を
採
り
て
、
縵
八
縵
・
矛
八
矛
を
将
ち
来
る
間
に
、
天
皇
、
既
に
崩
り
ま
し
き
。
爾
く
し
て
、
多
遅
摩
毛

理
、
縵
四
縵
・
矛
四
矛
を
分
け
て
、
大
后
に
献
り
、
縵
四
縵
、
矛
四
矛
を
以
て
、
天
皇
の
御
陵
の
戸
に
献
り
置
き
て
、
其
の
木
実
を
擎
げ
て
、
叫

び
哭
き
て
白
さ
く
、「
常
世
国
の
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
を
持
ち
て
、
参
ゐ
上
り
て
侍
り
」
と
ま
を
し
て
、
遂
に
叫
び
哭
き
て
死
に
き
。
其
の

と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
は
、
是
今
の
橘
ぞ
。（『
古
事
記
』
垂
仁
天
皇
）

　

九
十
年
の
春
二
月
の
庚
子
の
朔
に
、
天
皇
、
田
道
間
守
に
命
せ
て
常
世
国
に
遣
し
、
非
時
香
菓
を
求
め
し
め
た
ま
ふ
。
香
菓
、
此
に
は
箇
倶
能
未
と
云

ふ
。
今
し
橘
と
謂
ふ
は
是
な
り
。

　

九
十
九
年
の
秋
七
月
の
戊
午
の
朔
に
、
天
皇
、
纏
向
宮
に
崩
り
ま
し
ぬ
。
時
に
年
百
四
十
歳
な
り
。
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冬
十
二
月
の
癸
卯
の
朔
に
し
て
壬
子
に
、
菅
原
伏
見
陵
に
葬
り
ま
つ
る
。

　

明
年
の
春
三
月
の
辛
未
の
朔
に
し
て
壬
午
に
、
田
道
間
守
、
常
世
国
よ
り
至
れ
り
。
則
ち
齎
せ
る
物
は
、
非
時
香
菓
、
八
竿
八
縵
な
り
。

田
道
間
守
、
是
に
泣
ち
悲
歎
き
て
曰
さ
く
、「
命
を
天
朝
に
受
り
て
、
遠
く
絶
域
に
往
り
、
万
里
に
浪
を
蹈
み
、
遥
に
弱
水
を
度
る
。
是
の

常
世
国
は
、
則
ち
神
仙
の
祕
区
に
し
て
、
俗
の
臻
ら
む
所
に
非
ず
。
是
を
以
ち
て
、
往
来
ふ
間
に
、
自
づ
か
ら
に
十
年
を
経
た
り
。
豈
期
ひ

き
や
、
独
り
峻
瀾
を
凌
ぎ
、
更
本
土
に
向
む
と
い
ふ
こ
と
を
。
然
る
を
聖
帝
の
神
霊
に
頼
り
て
、
僅
に
還
り
来
る
こ
と
得
た
り
。
今
し
天
皇

既
に
崩
り
ま
し
、
復
命
す
こ
と
得
ず
。
臣
生
け
り
と
雖
も
、
亦
何
の
益
か
あ
ら
む
」
と
ま
を
す
。
乃
ち
天
皇
の
陵
に
向
ひ
て
叫
哭
き
て
、
自

ら
死
れ
り
。
群
臣
、
聞
き
て
皆
涙
を
流
す
。
田
道
間
守
は
、
是
三
宅
連
が
始
祖
な
り
。（『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
）

　

土
居
光
知
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
叙
事
詩
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
に
淵
源
す
る
「
生
命
の
木
」
伝
説
の
流
れ
に
タ
ヂ
マ
モ
リ
の
物
語
を
位
置
づ
け
、
タ
ヂ

マ
モ
リ
の
も
た
ら
し
た
「
非
時
香
菓
」
を
極
西
の
楽
園
の
中
心
に
あ
る
と
こ
ろ
の
「
生
命
の
木
」
で
あ
る
と
し
た）

1
（

。
ま
た
、
大
林
太
良
は
土
居
の

基
本
的
な
考
え
に
賛
意
を
示
し
、
橘
を
「
不
老
不
死
の
仙
薬
」
と
表
現
し
て
い
る（

2
）。
こ
の
よ
う
に
「
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
」
或
い
は
「
非
時

香
菓
」
は
不
老
不
死
を
得
ら
れ
る
霊
果
と
し
て
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
る）

3
（

。
こ
の
理
解
は
天
皇
で
あ
っ
て
す
ら
人
間
に
定
め
ら
れ
た
寿
命
以
上
の

長
命
を
得
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
と
い
う
悲
劇
を
語
る
説
話
の
モ
チ
ー
フ）

4
（

の
理
解
と
も
密
接
に
関
わ
る
。

　

こ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
を
持
つ
記
紀
の
伝
承
に
あ
っ
て
タ
ヂ
マ
モ
リ
の
使
命
は
垂
仁
天
皇
に
仙
境
の
果
実
を
献
ず
る
こ
と
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ

れ
を
果
た
し
得
な
か
っ
た
タ
ヂ
マ
モ
リ
が
悲
壮
な
最
期
を
迎
え
る
の
は
説
話
上
の
必
然
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
理
解
に
若
干
馴
染

ま
な
い
記
述
も
あ
る
。
そ
れ
は
タ
ヂ
マ
モ
リ
を
三
宅
連
の
始
祖
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
記
述
に
よ
っ
て
物
語
は
始
祖
伝
承
と
し
て
の

側
面
を
持
つ
が
、
守
屋
俊
彦
の
指
摘
す
る
よ
う
に
氏
族
の
始
祖
伝
承
に
お
い
て
始
祖
は
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
功
績
を
挙
げ
る
の
が
普
通
で
あ
る）

5
（

。
だ

が
、
タ
ヂ
マ
モ
リ
の
常
世
行
き
の
目
的
が
天
皇
の
齢
を
永
遠
の
も
の
と
す
べ
く
橘
を
持
ち
帰
り
献
上
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
に

0

0

0

あ
る
の
だ
と
す
れ

ば
、
彼
は
使
命
を
全
う
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
波
濤
を
凌
ぎ
常
人
で
は
行
き
着
き
が
た
い
神
仙
境
へ
と
往
来
し
た
こ
と
は
偉
業
で

あ
る
と
い
え
る
が
、
守
屋
の
述
べ
る
よ
う
に
氏
族
の
語
る
始
祖
伝
承
と
し
て
は
確
か
に
あ
る
種
の
「
物
足
り
な
さ
」
が
残
る
。
さ
ら
に
、
始
祖
伝

承
が
朝
廷
に
奉
仕
す
る
氏
族
の
職
掌
の
由
来
を
説
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
タ
ヂ
マ
モ
リ
の
物
語
を
眺
め
て
も
、
同
様
の
「
物
足
り
な
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さ
」
を
覚
え
る
。
こ
の
物
語
か
ら
は
子
孫
で
あ
る
三
宅
連
の
職
掌
が
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
或
い
は
、
始
祖
の
功
績
を
顕
彰
す
る
氏
族
の
伝
承
か

ら
死
す
べ
き
人
間
の
悲
劇
を
語
る
普
遍
的
な
説
話
へ
と
質
が
変
わ
り
、
そ
の
時
に
割
愛
さ
れ
た
タ
ヂ
マ
モ
リ
の
働
き
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

次
に
挙
げ
る
『
万
葉
集
』
の
家
持
作
歌
は
、
こ
の
想
像
を
後
押
し
す
る
。

か
け
ま
く
も 

あ
や
に
恐
し 

天
皇
の 

神
の
大
御
代
に 

田
道
間
守 

常
世
に
渡
り 

八
矛
持
ち 

参
ゐ
出
来
し
時 

時
じ
く
の 

香
菓
を 

恐
く
も 

残
し
た
ま
へ
れ 
国
も
狭
に 

生
ひ
立
ち
栄
え
…
（
十
八
・
四
一
一
一
）

　

注
意
す
べ
き
は
四
一
一
一
に
お
け
る
「
時
じ
く
の
香
菓
を
恐
く
も
残
し
た
ま
へ
れ
」
と
い
う
内
容
が
独
自
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
記

紀
に
は
タ
ヂ
マ
モ
リ
の
持
ち
帰
っ
た
橘
の
後
日
譚
は
見
え
な
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
記
紀
に
お
い
て
垂
仁
天
皇
が
タ
ヂ
マ
モ
リ
に
常
世
の
木
実
を

求
め
さ
せ
た
の
は
自
ら
が
仙
薬
と
し
て
服
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
意
図
は
読
み
と
れ
な
い
。
だ
が
四
一
一
一
に
「
残
し
た
ま
へ
れ
」
と

あ
る
の
は
、
何
れ
か
の
天
皇
（
あ
る
い
は
歴
代
の
天
皇
）
の
意
図
に
よ
っ
て
こ
の
果
実
が
後
の
世
に
伝
わ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
結
果
と
し
て
自
ら
の
生
き
る
現
在
に
お
い
て
「
国
も
狭
に
生
ひ
立
ち
栄
え
」
た
こ
と
を
家
持
は
歌
う
の
だ
。
国
中
所
狭
し
と
橘
が
繁
茂
し
た

と
い
う
の
は
自
然
に
分
布
が
拡
が
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
梶
浦
一
郎
に
よ
れ
ば
、
陽
樹
的
性
格
を
持
つ
ミ
カ
ン
属
近
縁
グ
ル
ー
プ
は
、
高
木
林

へ
と
発
達
せ
ず
良
好
な
光
条
件
の
長
続
き
す
る
場
所
で
な
け
れ
ば
生
き
な
が
ら
え
な
い）

6
（

。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
ニ
ッ
ポ
ン
タ
チ
バ
ナ
の
よ
う
な

野
生
種
の
分
布
域
は
ご
く
限
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
自
生
地
で
も
宮
崎
県
の
石
波
海
岸
な
ど
で
は
人
為
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
て
初
め
て
植
生
を
維

持
す
る
こ
と
が
出
来
て
い
た
と
い
う）

7
（

。
古
代
の
橘
が
現
在
の
ニ
ッ
ポ
ン
タ
チ
バ
ナ
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
が
参
考
に
は
な
ろ
う）

8
（

。
即
ち
橘
が
「
国

も
狭
に
生
ひ
立
ち
栄
」
え
る
に
は
人
に
よ
る
栽
培
管
理
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
歌
い
ぶ
り
か
ら
す
る
と
「
国
」
は
天
皇
の
統
治
す

る
国
土
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、「
こ
の
ク
ニ
は
、
全
国
の
意
で
あ
る
」
と
す
る
『
全
註
釈
』
に
従
う
の
が
良
い
。
タ
ヂ
マ
モ
リ
の
も
た
ら
し
た
橘

が
天
皇
の
企
図
の
も
と
広
い
地
域
に
渉
っ
て
植
え
ら
れ
た
と
い
う
、
記
紀
と
は
異
な
る
伝
承
の
あ
っ
た
こ
と
を
四
一
一
一
は
示
唆
し
て
い
る
。

　

古
代
に
お
い
て
海
外
か
ら
の
植
物
の
普
及
が
重
大
な
国
家
事
業
た
り
え
た
こ
と
は
『
続
日
本
紀
』
神
亀
二
年
（
七
二
五
）
の
柑
子
の
渡
来
記
事

か
ら
う
か
が
え
る
。

十
一
月
己
丑
、
天
皇
大
安
殿
に
御
し
ま
し
て
、
冬
至
の
賀
辞
を
受
け
た
ま
ふ
。
親
王
と
侍
臣
ら
と
は
、
奇
翫
珍
贄
を
奉
持
し
て
進
る
。（
中
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略
）
中
務
少
丞
従
六
位
上
佐
味
朝
臣
虫
麻
呂
、
典
鋳
正
六
位
上
播
磨
直
弟
兄
に
並
に
従
五
位
下
を
授
く
。
弟
兄
は
初
め
甘
子
を
齎
ち
て
、
唐

国
よ
り
来
れ
り
。
虫
麻
呂
先
づ
そ
の
種
を
殖
ゑ
て
子
を
結
べ
り
。
故
に
こ
の
授
有
り
。（『
続
日
本
紀
』）

養
老
元
年
（
七
一
七
）
に
出
発
し
翌
二
年
に
帰
朝
し
た
遣
唐
使
の
一
行
に
播
磨
直
弟
兄
が
加
わ
っ
て
い
た）

9
（

の
だ
と
す
る
と
、
七
年
の
歳
月
を
要
し

て
漸
く
柑
子
が
日
本
の
地
に
結
実
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
苦
心
を
重
ね
て
栽
培
に
成
功
し
た
佐
味
虫
麻
呂
が
叙
爵
に
預
か
る

の
は
理
解
に
難
く
な
い
が
、
最
初
に
柑
子
を
持
ち
帰
っ
た
弟
兄
も
従
五
位
下
に
な
っ
た
の
は
、
海
外
の
植
物
の
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
自
国
の
産

業
・
文
化
に
と
っ
て
些
事
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
言
い
添
え
て
お
き
た
い
の
は
、
養
老
元
年
か
ら
遡
る
七
年
前
に
も
柑
子

の
将
来
の
あ
っ
た
こ
と
だ
。『
僧
綱
補
任）

10
（

』
和
銅
三
年
（
七
一
〇
）
に
「
入
唐
学
問
僧
道
顕
。
始
持
来
甘
子
。
仍
令
殖
」
と
あ
る
。
東
野
治
之
は

道
顕
を
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
の
遣
唐
使
に
加
わ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る）

11
（

。
そ
う
す
る
と
第
八
次
、
第
九
次
遣
唐
使
に
よ
っ
て
将
来
さ
れ
た
柑
子

の
栽
培
を
続
け
て
試
み
た
こ
と
に
な
り
、
舶
来
の
柑
橘
を
日
本
に
根
付
か
せ
る
朝
廷
の
強
い
意
向
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
遣
唐
使
の
も
た
ら

し
た
柑
子
の
栽
培
が
二
度
ま
で
も
試
み
ら
れ
た
こ
と
を
傍
証
と
す
る
と
き
、
改
変
を
受
け
る
以
前
の
タ
ヂ
マ
モ
リ
の
始
祖
伝
承
に
は
、
こ
の
国
土

に
橘
を
根
付
か
せ
る
と
い
う
功
績
譚
が
語
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
す
る
推
測
の
蓋
然
性
は
強
ま
る
だ
ろ
う
。
常
世
と
い
う
「
あ
る
意
味
に
お
い
て
、

生
活
性
を
全
く
払
底
し
て
い
る）

12
（

」
想
念
の
世
界
に
赴
い
た
タ
ヂ
マ
モ
リ
の
物
語
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
作
り
上
げ
た
要
因
の
一
つ
に
は
現
実
に
お

け
る
舶
来
の
柑
橘
へ
の
切
な
る
憧
憬
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。

二
　
三
宅
氏
の
周
辺
氏
族

　

前
節
に
述
べ
た
よ
う
に
タ
ヂ
マ
モ
リ
の
功
績
と
し
て
橘
の
普
及
ま
で
考
え
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
子
孫
も
ま
た
同
様
の
職
掌
を
有
し
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。『
新
撰
姓
氏
録
』
が
三
宅
連
の
同
祖
に
「
橘
守
」
を
記
し
て
い
る
の
は
、
タ
ヂ
マ
モ
リ
の
後
裔
が
橘
の
植
樹
や
保
守
管
理
に
任
じ

て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
橘
守
に
関
す
る
史
料
は
殆
ど
な
い
が
、
天
平
宝
字
六
年
八
月
「
造
石
山
院
所
労
劇
帳
」
の
中
に
「
造
東
大
寺
司
番

上
少
初
位
上
橘
守
金
弓
」
と
い
う
近
江
国
犬
上
郡
に
居
住
し
て
い
た
人
物
が
見
え
る）

13
（

。
ま
た
、
承
和
七
年
十
一
月
に
は
橘
戸
・
蝮
橘
・
橘
連
・
伴

橘
連
・
橘
守
・
橘
の
六
姓
が
、
橘
朝
臣
と
「
相
渉
」
と
い
う
理
由
で
氏
の
名
に
含
ま
れ
る
「
橘
」
を
「
椿
」
に
変
え
さ
せ
ら
れ
て
い
る
（『
続
日
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本
後
紀
』）。
橘
守
が
他
の
橘
を
含
む
氏
族
と
と
も
に
改
姓
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
当
時
既
に
こ
の
氏
名
の
表
す
職
掌
が
無
実
と
な
っ
て
久
し
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
元
来
は
橘
を
栽
培
し
守
る
こ
と
を
職
分
と
し
て
い
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う）

14
（

。『
萬
葉
集
』
の
「
橘
を
守
部
の
里

の
門
田
早
稲
刈
る
時
過
ぎ
ぬ
来
じ
と
す
ら
し
も
」（
十
・
二
二
五
一
）
も
橘
を
保
守
管
理
す
る
集
団
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
三
宅
氏
と
地
縁
的
な
関
係
を
持
つ
大
生
部
と
い
う
集
団
が
橘
と
の
関
わ
り
を
有
し
て
い
た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
大
生
部
は
『
日
本

書
紀
』
に
は
一
箇
所
だ
け
、
斉
明
天
皇
の
時
代
に
常
世
神
な
る
虫
を
奉
斎
し
て
民
衆
を
扇
動
し
秦
河
勝
に
打
ち
懲
ら
し
め
ら
れ
る
人
物
の
名
と
し

て
「
大
生
部
多
」
が
見
え
る
（
皇
極
天
皇
三
年
七
月
）。
こ
の
虫
は
「
常
に
橘
樹
に
生
り
、
或
い
は
曼
椒
に
生
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
大

生
部
の
橘
、
常
世
と
の
つ
な
が
り
を
見
る
。
大
生
部
と
い
う
氏
族
に
つ
い
て
は
、
秦
氏
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
を
指
摘
す
る
説）

15
（

、
壬
生
部
で
あ
る

と
す
る
説）

16
（

、
多
氏
で
あ
る
と
す
る
説）

17
（

な
ど
諸
説
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
出
石
郡
に
も
居
住
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
即
ち
、
天
平
勝
宝
二
年

（
七
五
〇
）
正
月
八
日
の
日
付
を
持
つ
「
但
馬
国
司
解
」（『
寧
楽
遺
文
』
下 

七
五
一
頁
）
に
出
石
郡
の
「
穴
見
郷
戸
主
大
生
直
山
方
」
な
る
人
物

が
見
え
る
ほ
か
、『
延
喜
式
』
神
名
式
は
出
石
郡
の
「
大
生
部
兵
主
神
社
」
を
載
せ
て
い
る
。
現
在
、
円
山
川
の
支
流
で
あ
る
六
方
川
に
流
れ
込

む
穴
見
川
流
域
に
「
穴
見
郷
戸
主
大
生
部
兵
主
神
社
」（
豊
岡
市
三
宅
）、「
有
庫
神
社
」（
同
市
市
場
）、「
大
生
部
兵
主
神
社
」（
同
市
奥
野
）
が

あ
り
、
だ
い
ぶ
離
れ
て
同
市
但
東
町
薬
王
寺
に
も
「
大
生
部
兵
主
神
社
」
が
あ
る
。
こ
の
四
社
の
う
ち
の
何
れ
か
が
『
延
喜
式
』
の
大
生
部
兵
主

神
社
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
が
、
有
力
な
の
は
奥
野
だ
と
い
う）

18
（

。
奥
野
は
三
宅
や
市
場
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
タ
ヂ
マ
モ
リ
を
祀
る
式
内
社
・

中
嶋
神
社
（
豊
岡
市
三
宅
）
と
は
目
と
鼻
の
距
離
で
あ
る
。
ま
た
、
同
市
出
石
町
袴
狭
の
袴
狭
遺
跡
か
ら
は
「
大
生
部
」
と
記
さ
れ
た
木
簡
が
出

土
し
て
い
る）

19
（

。
こ
の
よ
う
に
橘
に
関
わ
る
大
生
部
多
の
同
族
が
橘
を
将
来
し
た
タ
ヂ
マ
モ
リ
の
縁
の
地
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
は
、
三
宅
氏
と
大

生
部
氏
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
を
示
唆
し
て
い
る
。

三
　
三
宅
氏
の
関
与
す
る
屯
倉

　

三
宅
氏
の
同
族
、
或
い
は
周
辺
の
氏
族
は
橘
と
の
つ
な
が
り
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
三
宅
氏
自
身
に
は
橘
の
栽
培
に
関
与
し
て
い
た
徴
表

を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
本
居
宣
長
が
興
味
深
い
見
解
を
示
し
て
い
る
。
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武
蔵
国
に
橘
樹
郡
あ
り
て
、
橘
樹
郷
多
知
波
奈
御
宅
郷
美
也
介
と
並
在
り
、
由
縁
あ
る
こ
と
な
る
べ
し
、
又
姓
氏
録
に
、
橘
守
と
云
姓
あ
り
て
、

三
宅
連
同
祖
と
あ
る
は
、
公
の
橘
樹
を
守
る
者
を
、
掌
れ
る
氏
な
る
べ
し
、
此
も
初
の
由
縁
を
以
て
、
多
遅
麻
毛
理
の
子
孫
に
、
任
し
給
へ

る
な
り
（『
古
事
記
伝
』）

宣
長
が
橘
守
に
つ
い
て
「
公
の
橘
樹
を
守
る
者
を
、
掌
れ
る
氏
な
る
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
明
言
を
避
け
て
は
い
る
も
の
の
屯
倉
に
お

い
て
橘
の
栽
培
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
宣
長
の
言
説
を
踏
ま
え
て
い
る
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、
西
郷
信

綱
『
古
事
記
注
釈
』
は
屯
倉
に
お
け
る
橘
の
栽
培
の
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
し
て
い
る
。
西
郷
は
宣
長
と
同
様
に
橘
樹
・
御
宅
両
郷
の
隣
接
に
着
目

し
て
い
る
が
、「
屯
倉
の
開
拓
は
お
も
に
大
陸
か
ら
の
渡
来
者
の
技
術
と
労
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
」
と
し
、「
橘
樹
郡
の
屯
倉
は
渡
来

者
の
手
で
拓
か
れ
、
そ
し
て
タ
チ
バ
ナ
も
栽
培
さ
れ
て
い
た
と
見
て
ほ
ぼ
誤
る
ま
い
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
別
の
論
考
で
は
『
日
本
書

紀
』
安
閑
紀
に
見
え
る
橘
樹
屯
倉
に
三
宅
氏
が
入
植
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
い
る）

20
（

。

　

こ
こ
で
三
宅
連
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。『
新
撰
姓
氏
録
』
に
は
ミ
ヤ
ケ
を
名
に
負
う
氏
族
と
そ
の
同
族
が
散
見
さ
れ
る
。

三
宅
連　

新
羅
国
王
子
天
日
桙
命
之
後
也
。（
右
京
諸
蕃
下
）

三
宅
連　

新
羅
国
王
子
天
日
桙
命
之
後
也
。（
摂
津
国
諸
蕃
）

糸
井
造　

三
宅
連
同
祖
。
新
羅
国
人
天
日
槍
命
之
後
也
。（
大
和
国
諸
蕃
）

橘
守　

三
宅
連
同
祖
。
天
日
桙
命
之
後
也
。（
左
京
諸
蕃
下
）

三
宅
史　

山
田
宿
禰
同
祖
。
忠
意
之
後
也
。（
河
内
国
諸
蕃
）

三
宅
人　

大
彦
命
男
波
多
武
日
子
命
之
後
也
。（
摂
津
国
皇
別
）

こ
の
う
ち
、
三
宅
史
と
三
宅
人
以
外
は
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
を
祖
と
す
る
同
族
の
関
係
に
あ
る
。
ま
た
『
日
本
書
紀
』
天
武
十
三
年
十
二
月
条
に
は
、

百
済
救
援
の
戦
役
で
唐
の
捕
虜
と
な
り
、
新
羅
を
経
由
し
て
帰
っ
て
き
た
筑
紫
三
宅
連
得
許
と
い
う
人
物
が
見
え
る
。
こ
の
筑
紫
三
宅
連
は
『
古

事
記
』
の
「
筑
紫
三
家
連
」（
神
武
記
）
と
同
じ
氏
族
を
指
す
の
だ
ろ
う
が
、『
古
事
記
』
で
は
神
八
井
耳
命
を
始
祖
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア

メ
ノ
ヒ
ボ
コ
を
祖
と
す
る
三
宅
氏
と
は
別
の
系
列
と
見
な
し
う
る
。
そ
の
他
、
若
狭
国
遠
敷
郡
や
三
方
郡
な
ど
の
「
三
家
人
」、
上
野
国
群
馬
郡
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の
「
三
家
」、
尾
張
の
「
三
宅
連
」
な
ど
（『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』）
が
見
え
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
氏
族
と
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
を
祖
と
仰
ぐ
三
宅

連
ら
と
の
関
わ
り
は
定
か
で
は
な
い
。
橘
樹
屯
倉
の
所
在
し
た
武
蔵
に
つ
い
て
は
、『
本
朝
月
令
』
所
引
『
高
橋
氏
文
』
逸
文
が
景
行
天
皇
代
に

「
武
蔵
国
の
知
々
夫
大
伴
部
の
祖
、
三
宅
連
意
由
」
な
る
人
物
の
い
た
こ
と
を
伝
え
る
が
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
後
裔
の
三
宅
氏
と
の
関
連
は
乏
し
い）

21
（

。

　

ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
後
裔
の
三
宅
氏
の
う
ち
、
摂
津
の
三
宅
氏
は
『
日
本
書
紀
』
安
閑
天
皇
元
年
十
月
条
の
「
難
波
屯
倉
」
へ
の
関
与
が
指
摘
さ
れ

て
い
る）

22
（

。
難
波
屯
倉
は
難
波
津
と
結
び
つ
き
港
湾
と
し
て
の
機
能
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り）

23
（

、
天
武
天
皇
十
二
年
十
月
の
連
賜
姓
（『
日
本
書
紀
』）

ま
で
「
三
宅
吉
士
」
で
あ
り
海
上
交
通
に
携
わ
っ
て
い
た
三
宅
氏）

24
（

が
そ
の
管
理
・
経
営
に
当
た
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
三
宅
連
と
同

族
の
糸
井
造
は
大
和
国
磯
城
郡
に
あ
っ
た
屯
倉
の
経
営
に
関
わ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

25
（

。

　

さ
ら
に
、『
日
本
書
紀
』
安
閑
天
皇
二
年
五
月
条
に
見
え
る
葦
浦
屯
倉
に
も
三
宅
氏
の
存
在
を
推
定
で
き
る
。
葦
浦
屯
倉
は
琵
琶
湖
に
臨
む
現

在
の
滋
賀
県
守
山
市
三
宅
町
・
草
津
市
芦
浦
町
周
辺
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る）

26
（

。
滋
賀
県
野
洲
市
西
河
原
の
西
河
原
森
ノ
内
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
木

簡
に
「
□
□
郡
馬
道
郷
□
□
里
」
と
記
す
も
の
が
あ
り
、
そ
の
裏
面
に
「
戸
主
三
宅
連
唯
麻
呂
」
と
い
う
名
前
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る）

27
（

。
こ

の
「
馬
道
郷
」
を
『
延
喜
式
』
に
見
え
る
馬
路
石
邊
神
社
（
巻
十
神
名
下
近
江
国
野
洲
郡
）
の
所
在
す
る
守
山
市
吉
身
近
辺）

28
（

に
比
定
し
う
る
な
ら

ば
、
三
宅
町
と
極
く
近
い
場
所
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
安
閑
天
皇
代
に
設
置
さ
れ
た
葦
浦
屯
倉
に
三
宅
連
の
関
与
し
て
い
た
可
能
性
は
強
い
と
言

え
よ
う
。
馬
路
石
邊
神
社
は
そ
の
名
か
ら
陸
上
交
通
の
要
路
に
位
置
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
野
洲
川
の
左
岸
と
い
う
立
地
は
琵
琶
湖
に
向

か
っ
て
ひ
ら
け
て
い
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
。『
歴
史
地
名
大
系 
滋
賀
県
の
地
名
』
に
よ
れ
ば
吉
身
は
中
世
に
「
守
山
浦
」
と
称
さ
れ
「
野
洲
川

を
利
用
し
た
守
山
の
外
港
と
し
て
の
役
割
を
果
し
た
」
地
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
木
簡
の
出
土
し
た
森
ノ
内
遺
跡
が
「
律
令
国
家
の
水
田
経
営

の
拠
点
と
な
る
、
郡
衙
よ
り
は
下
級
の
官
衙
的
施
設
」
で
あ
り
、
琵
琶
湖
の
湖
上
交
通
の
便
宜
が
重
視
さ
れ
た
立
地
で
あ
る）

29
（

こ
と
を
勘
案
す
れ

ば
、
三
宅
連
唯
麻
呂
は
律
令
期
に
あ
っ
て
琵
琶
湖
の
水
上
交
通
に
携
わ
っ
た
人
物
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
立
地
か
ら
港
湾

施
設
を
有
し
て
い
た
と
思
し
き
大
化
以
前
の
葦
浦
屯
倉
の
管
理
・
運
営
に
も
三
宅
連
が
当
た
っ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る）

30
（

。

　

野
洲
郡
の
三
宅
氏
が
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
を
祖
と
す
る
三
宅
氏
と
同
族
で
あ
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、『
日
本
書
紀
』
が
分
注
に
記
す

天
日
槍
の
辿
っ
た
足
跡
に
「
近
江
国
吾
名
邑

（
（（
（

」（
垂
仁
天
皇
三
年
三
月
）
が
あ
る
の
で
、
同
じ
琵
琶
湖
沿
岸
の
葦
浦
屯
倉
に
関
わ
っ
た
野
洲
郡
の
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三
宅
連
を
摂
津
や
大
和
の
三
宅
氏
と
同
族
と
見
る
こ
と
は
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
六
世
紀
以
降
、
難
波
の
堀
江
の
開
削
に
よ
っ
て
発
展
を

見
せ
た
難
波
津
を
管
掌
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
琵
琶
湖
を
経
由
し
て
北
陸
ま
で
視
野
に
収
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
高
寛
敏
は
指
摘
し
て
い

る
（
（（
（

。

　

以
上
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
後
裔
の
三
宅
氏
が
管
轄
し
た
屯
倉
の
う
ち
、
二
つ
が
港
湾
の
機
能
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
次
節
以
降
に
述

べ
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
三
宅
氏
が
橘
の
栽
培
に
与
っ
て
い
た
可
能
性
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四
　
港
湾
と
橘

　

和
田
萃
は
上
代
文
献
や
『
和
名
類
従
抄
』
に
見
え
る
タ
チ
バ
ナ
を
含
む
地
名
の
殆
ど
が
黒
潮
や
対
馬
暖
流
の
洗
う
場
所
、
も
し
く
は
瀬
戸
内
海

沿
岸
に
集
中
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
分
布
が
ニ
ッ
ポ
ン
タ
チ
バ
ナ
の
自
生
地
と
よ
く
対
応
し
て
い
る
と
述
べ
た）

33
（

。
上
代
の
橘
は
必
ず
し
も
ニ

ッ
ポ
ン
タ
チ
バ
ナ
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
難
点
は
あ
る
が
、
和
田
の
指
摘
は
示
唆
に
富
む
。
現
在
日
本
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
柑
橘
類
は

「
直
達
光
よ
り
も
む
し
ろ
散
光
を
い
か
に
効
率
よ
く
利
用
す
る
か
が
大
切
で
あ
」
り
、「
海
岸
に
面
し
た
南
向
き
の
ミ
カ
ン
園
で
は
、
散
光
量
が
多

く
、
光
合
成
に
と
っ
て
好
都
合
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う）

34
（

。
ま
た
、
明
治
の
柑
橘
研
究
家
で
あ
っ
た
安
部
熊
之
輔
は
全
国
の
柑

橘
類
の
産
地
を
渉
猟
し
、
そ
の
分
布
が
主
に
九
州
か
ら
関
東
ま
で
の
太
平
洋
沿
岸
と
新
潟
県
下
越
を
北
限
と
す
る
日
本
海
沿
岸
に
あ
る
主
要
因
を

「
黒
潮
の
も
た
ら
す
気
温
の
関
係
」
で
あ
る
と
し
た）

35
（

。
黒
潮
や
対
馬
暖
流
の
洗
う
温
暖
な
海
沿
い
の
地
は
ニ
ッ
ポ
ン
タ
チ
バ
ナ
だ
け
で
は
な
く
、

柑
橘
全
般
の
生
育
に
適
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
上
代
文
献
に
お
い
て
橘
の
栽
培
地
を
具
体
的
に
知
り
う
る
史
料
は
限
ら
れ
る
が
、
和
田
も
注
意
し

て
い
る
よ
う
に
『
常
陸
国
風
土
記
』
か
ら
は
行
方
郡
と
香
島
郡
の
郡
家
の
近
隣
に
橘
が
生
育
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
出
来
る
。

郡
家
の
南
の
門
に
、
大
き
槻
あ
り
。
そ
の
北
の
枝
は
、
自
づ
か
ら
垂
れ
て
地
に
触
り
、
還
、
空
中
に
聳
え
き
。
そ
の
地
に
、
昔
、
水
の
沢
あ

り
。
今
も
霖
雨
に
遇
は
ば
、
庁
の
庭
に
湿
潦
れ
り
。
郡
の
側
の
居
邑
に
、
橘
の
樹
生
ふ
。（
行
方
郡
）

そ
の
社
の
南
に
、
郡
家
あ
り
。
北
は
沼
尾
の
池
な
り
。
古
老
の
曰
へ
ら
く
、
神
世
に
、
天
よ
り
流
れ
来
し
水
沼
な
り
。
生
へ
る
蓮
根
は
、
気
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味
太
く
異
に
し
て
、
甘
き
こ
と
他
所
に
絶
れ
た
り
。
病
め
る
者
、
こ
の
沼
の
蓮
を
食
ら
は
ば
、
早
く
差
え
て
験
あ
り
。
鮒
・
鯉
多
に
住
め

り
。
前
に
郡
の
置
か
れ
し
所
に
し
て
、
多
に
橘
を
蒔
う
。
そ
の
実
味
し
。（
香
島
郡
）

行
方
郡
の
場
合
は
「
橘
樹
生
之
」
と
あ
り
自
生
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
香
島
郡
の
場
合
は
「
多
蒔
橘
」
と
あ
っ
て
播
種
に
よ
り
繁
殖
し
て

い
た
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
た
だ
行
方
郡
で
も
生
育
し
て
い
た
の
は
郡
の
側
の
「
居
邑
」
で
あ
る
た
め
、
橘
は
栽
培
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
。
こ
れ
ら
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
行
方
郡
の
郡
家
は
行
方
市
行
方
に
あ
っ
た
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
（
新
編
）。
行
方
の
地
は
現

在
少
し
内
陸
に
入
り
こ
ん
で
は
い
る
が
霞
ヶ
浦
に
面
し
て
い
る
。
ま
た
沼
尾
は
現
在
も
鹿
嶋
市
沼
尾
の
遺
称
地
が
あ
り
、
北
浦
に
西
面
す
る
。
こ

の
よ
う
に
『
常
陸
国
風
土
記
』
に
記
さ
れ
る
二
箇
所
の
橘
の
栽
培
地
は
と
も
に
霞
ヶ
浦
沿
岸
に
あ
っ
た）

36
（

。
な
お
付
言
し
て
お
き
た
い
の
は
『
和
名

抄
』
に
茨
城
郡
立
花
郷
の
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
立
花
郷
は
現
在
の
行
方
市
羽
生
・
沖
洲
・
八
木
蒔
と
小
美
玉
市
倉
数
一
帯
に
比
定
さ
れ
て
い

る）
37
（

。
霞
ヶ
浦
（
北
浦
含
む
）
沿
岸
の
二
箇
所
で
橘
が
植
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
思
う
と
、
こ
こ
に
も
同
様
に
橘
の
栽
培
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
認

め
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
上
代
文
献
の
タ
チ
バ
ナ
地
名
が
黒
潮
や
対
馬
暖
流
の
洗
う
場
所
に
分
布
し
、
古
代
霞
ヶ
浦
沿
岸
に
お
け
る
実
際
の
栽
培
を
確

認
で
き
る
こ
と
、
そ
し
て
明
治
期
に
は
太
平
洋
や
日
本
海
の
沿
岸
に
多
く
柑
橘
類
の
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
古
代
に
お

い
て
も
黒
潮
や
対
馬
暖
流
の
も
た
ら
す
温
暖
な
気
候
が
海
辺
に
橘
を
育
ん
で
い
た
と
い
う
推
測
が
成
り
立
つ
。
例
え
ば
『
延
喜
式
』
に
見
え
る

「
花
橘
子
」（『
延
喜
式
』
大
膳
下 

諸
国
貢
進
菓
子
）
や
「
橘
子
」（
同
）、「
橘
皮
」（
同
典
薬
寮 

諸
国
進
年
料
雑
薬
）
の
産
地
が
摂
津
・
河
内
・

大
和
・
伊
勢
・
駿
河
・
相
模
で
あ
る
の
は
、
橘
が
も
っ
ぱ
ら
黒
潮
の
流
れ
る
太
平
洋
沿
岸
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
（
（（
（

。

　

た
だ
し
、
な
お
他
例
を
検
討
し
て
ゆ
く
と
『
萬
葉
集
』
に
見
る
琵
琶
湖
畔
の
橘
や
『
日
本
書
紀
』
の
餌
香
市
の
橘
の
よ
う
に
、
海
岸
沿
い
で
は

な
い
場
所
に
も
橘
の
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
く
。
ま
ず
琵
琶
湖
沿
岸
の
橘
に
つ
い
て
、
そ
の
場
所
を
確
認
し
よ
う
。

近
江
の
海 

泊
ま
り
八
十
あ
り 

八
十
島
の 

島
の
崎
々 

あ
り
立
て
る 

花
橘
を 
上
枝
に 

も
ち
引
き
掛
け 

中
つ
枝
に 

い
か
る
が
掛
け 

下
枝
に 

ひ
め
を
掛
け 

汝
が
母
を 

取
ら
く
を
知
ら
に 

汝
が
父
を 

取
ら
く
を
知
ら
に 

い
そ
ば
ひ
居
る
よ 

い
か
る
が
と
ひ
め
と
（
十
三
・
三
二
三
九
）
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こ
こ
で
は
近
江
の
海
の
風
景
を
歌
う
冒
頭
に
着
目
す
る
。
船
泊
ま
り
が
八
十
あ
る
と
い
う
の
は
定
型
的
な
表
現
で
あ
り
、
巻
三
・
二
七
三
や
巻

七
・
一
一
六
九
に
同
様
の
表
現
を
見
る
。
無
論
、
八
十
を
実
数
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
、「
ひ
め
」
は
冬
鳥
で
夏
に
咲
く
橘
の
花
と
季
節

が
合
わ
な
い
と
い
う
指
摘
（
曽
倉
岑
『
全
注
』）
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
二
三
九
が
当
時
の
琵
琶
湖
畔
の
光
景
を
正
し
く
伝
え
て
い
る
と
は

言
え
な
い
が
、
あ
る
程
度
実
情
を
反
映
し
て
は
い
よ
う
。
た
だ
「
泊
ま
り
」
と
「
島
」、「
崎
々
」
と
の
関
係
が
少
し
分
か
り
づ
ら
い
の
が
問
題
で

あ
る
。
澤
瀉
『
注
釈
』
や
『
全
注
』
は
港
と
島
、
そ
し
て
崎
と
を
近
接
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
ま
た
、
窪
田
『
評
釈
』
は
よ
り
具
体

的
に
、「
泊
」
は
陸
の
湾
入
し
た
と
こ
ろ
を
指
し
、
そ
の
湾
の
両
端
の
陸
が
「
島
」
と
い
う
の
に
最
も
適
し
た
地
形
で
あ
る
と
す
る
。
一
方
、『
全

訳
注
』
は
「
近
江
の
海
に
は
多
く
の
湊
が
あ
る
。
同
じ
く
多
く
あ
る
島
々
の
崎
々
に
立
ち
つ
づ
い
て
い
る
花
橘
に
」
と
訳
し
て
お
り
、「
湊
」
と

「
島
々
の
崎
々
」
と
を
別
の
場
所
と
し
て
理
解
す
る
。
だ
が
、
舟
航
に
際
し
「
島
」
や
「
崎
」
が
目
当
て
と
な
り
、
ま
た
船
泊
の
場
所
に
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
泊
ま
り
」
と
「
島
の
崎
々
」
と
を
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

照
る
月
を
雲
な
隠
し
そ
島
陰
に
我
が
舟
泊
て
む
泊
ま
り
知
ら
ず
も
（『
萬
葉
集
』
九
・
一
七
一
九
）

…
か
け
ま
く
も 

ゆ
ゆ
し
恐
し 

住
吉
の 
現
人
神 

船
舳
に 

う
し
は
き
た
ま
ひ 

着
き
た
ま
は
む 

島
の
崎
々 

寄
り
た
ま
は
む 

磯
の
崎
々 

荒
き

波 

風
に
あ
は
せ
ず
…
（
六
・
一
〇
二
〇
／
一
〇
二
一
）

一
七
一
九
の
「
島
陰
」
は
停
泊
に
適
し
た
入
江
な
ど
を
指
す
（
新
編
）。
ま
た
一
〇
二
〇
／
一
〇
二
一
の
「
島
の
崎
々
」
が
船
泊
ま
り
の
場
所
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
三
二
三
九
に
お
い
て
も
「
島
の
崎
々
」
に
「
泊
ま
り
」
が
あ
る
か
、
或
い
は
少
な
く
と
も
両
者
が
近
接
し
た

場
所
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
琵
琶
湖
沿
岸
に
数
多
く
あ
る
船
泊
ま
り
に
は
、
橘
が
植
え
ら
れ
て
い
た）

39
（

と
い
う
こ
と
を
三
二

三
九
は
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
こ
れ
を
あ
り
の
ま
ま
の
事
実
と
し
て
受
け
取
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
琵
琶
湖
畔
の
舟
が
か
り

に
橘
と
い
う
植
物
が
深
く
印
象
さ
れ
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
な
お
、
曽
倉
『
全
注
』
の
指
摘
す
る
よ
う
に
「
八
十
島
の
島
の
崎
々
」
と
い
う

視
線
は
水
上
に
あ
る
人
の
も
の
で
あ
る
。
港
津
の
橘
が
水
上
か
ら
見
つ
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　

次
に
河
内
の
餌
香
市
に
つ
い
て
歴
史
学
の
知
見
を
も
と
に
考
え
て
み
よ
う
。『
日
本
書
紀
』
雄
略
天
皇
十
三
年
三
月
条
に
よ
れ
ば
、
狭
穂
彦
の

玄
孫
の
歯
田
根
命
が
采
女
の
山
辺
小
島
子
を
姧
し
た
の
で
天
皇
は
馬
八
匹
・
大
刀
八
口
を
も
っ
て
罪
を
祓
わ
せ
た
が
、
な
お
歯
田
根
命
が
不
遜
な
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歌
を
歌
っ
た
た
め
に
「
歯
田
根
命
を
し
て
、
資
材
を
露
に
餌
香
市
の
辺
の
橘
の
本
の
土
に
置
か
し
め
」
た
と
い
う
。
餌
香
市
は
大
和
川
と
石
川
の

合
流
点
に
あ
っ
た
国
府
の
付
近
に
存
し
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り）

40
（

、
和
田
萃
に
よ
れ
ば
大
津
道
と
東
高
野
街
道
が
交
差
す
る
現
在
の
藤
井
寺
市
惣
社

二
丁
目
付
近
の
チ
マ
タ
に
餌
香
市
が
立
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う）

41
（

。
た
だ
し
、
交
通
と
い
う
観
点
か
ら
は
大
和
川
と
石
川
の
合
流
点
に
位
置
し

て
い
た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
直
木
孝
次
郎
は
こ
の
二
つ
の
河
川
の
合
流
点
付
近
に
飛
鳥
の
都
の
外
港
の
存
し
た
こ
と
を
想
定
し
て
い
る）

42
（

。
石

川
の
左
岸
、
現
在
の
大
和
川
の
す
ぐ
南
に
残
る
「
船
橋
」
と
い
う
大
字
名
は
、
国
府
と
密
接
な
繫
が
り
を
持
つ
河
港
の
存
在
を
示
唆
す
る）

43
（

。
国
府

と
内
陸
水
運
と
の
関
連
性
は
山
城
国
府
や
摂
津
国
府
、
和
泉
国
府
な
ど
で
も
指
摘
さ
れ
て
お
り）

44
（

、
正
確
な
場
所
は
さ
て
お
き
、
河
内
国
府
の
す
ぐ

近
く
に
河
港
の
存
し
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
内
陸
水
運
は
市
と
も
濃
厚
な
関
連
を
持
つ
場
合
が
あ
る
。

　

推
古
紀
十
六
年
八
月
に
隋
使
裴
世
清
を
椿
市
の
チ
マ
タ
で
迎
え
た
の
は
、
一
行
が
舟
運
を
利
用
し
た
か
ら
と
い
う
説
が
岸
俊
男
に
よ
っ
て
提
出

さ
れ
て
い
る）

45
（

。
隋
使
の
一
行
は
難
波
か
ら
大
和
川
を
溯
っ
て
額
田
部
（
大
和
郡
山
市
）
の
付
近
で
初
瀬
川
に
入
っ
て
海
石
榴
市
に
上
陸
、
そ
こ
か

ら
騎
馬
で
上
つ
道
を
進
ん
で
小
墾
田
宮
に
至
っ
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
十
八
年
十
月
、
新
羅
と
任
那
の
使
を
阿
斗
河
辺
館
に
安
置

し
た
翌
日
に
拝
朝
さ
せ
た
の
は
、
大
和
川
か
ら
合
流
す
る
寺
川
を
舟
で
溯
り
田
原
本
町
坂
手
に
比
定
さ
れ
る
阿
斗
に
辿
り
着
い
た
の
だ
と
も
推
測

し
て
い
る）

46
（

。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
海
石
榴
市
に
河
港
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
阿
斗
河
辺
館
は
「
阿
斗
桑
市
」
の
中
に
あ
り
（
敏
達

天
皇
十
二
年
是
歳
）、
使
者
の
泊
て
た
阿
斗
の
河
港
に
も
市
が
隣
接
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
海
石
榴
市
、
阿
斗
両
方
と
も
に
大
和
川
、
河

内
湖）

47
（

に
よ
っ
て
難
波
津
に
結
ば
れ
る
港
で
あ
っ
た）

48
（

。
難
波
か
ら
大
和
へ
の
大
道
（
推
古
天
皇
二
十
一
年
十
一
月
）
が
整
備
さ
れ
る
以
前
、
こ
の
二

つ
の
港
に
は
海
外
や
西
国
か
ら
人
々
や
物
品
が
集
ま
り
、
市
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
大
和
川
と
石
川
の
合
流
点
の
港
と
餌

香
市
と
の
間
に
も
密
接
な
結
び
つ
き
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。
餌
香
市
の
橘
も
ま
た
、
港
に
近
接
す
る
場
所
に
植
え
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

五
　
港
津
を
拠
点
と
し
た
橘
の
栽
培

　

前
節
に
見
た
近
江
・
琵
琶
湖
沿
岸
と
河
内
の
大
和
川
・
石
川
の
合
流
点
付
近
の
橘
は
い
ず
れ
も
港
津
の
近
く
に
植
え
ら
れ
て
い
た
が
、
上
代
文
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献
に
は
他
に
も
港
津
と
橘
の
結
び
つ
き
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
九
年
（
七
七
八
）
十
月
条
に
は
、
遣
唐
使
の
第

三
の
船
が
揚
州
か
ら
の
帰
路
に
お
い
て
逆
風
に
遭
い
つ
つ
も
「
肥
前
国
松
浦
郡
橘
浦
」
に
至
っ
た
こ
と
が
見
え
る
。
江
南
か
ら
南
路
を
取
っ
て
帰

着
す
る
港
の
一
つ
と
し
て
橘
浦
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
橘
浦
は
現
在
の
五
島
市
玉
之
浦
町
で
あ
る）

49
（

と
も
南
松
浦
郡
新
上
五
島
町
三
日
ノ
浦
郷
で
あ

る）
50
（

と
も
さ
れ
る
が
確
実
な
比
定
地
は
な
い
。
古
代
の
橘
浦
が
ど
こ
で
あ
っ
た
か
は
さ
て
お
き
、
そ
の
名
か
ら
す
れ
ば
大
陸
、
特
に
江
南
か
ら
の
玄

関
口
で
あ
っ
た
と
思
し
き
「
橘
浦
」
に
は
橘
が
印
象
的
な
樹
木
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、『
古
事
記
』
に
は
黄
泉
国
か
ら
帰
っ
た
イ
ザ
ナ
キ
の
禊
ぎ
の
場
所
と
し
て
「
竺
紫
日
向
之
橘
小
門
之
阿
波
岐
原
」
が
出
て
く
る
。『
日
本

書
紀
』
神
代
上
第
五
段
一
書
第
六
に
は
「
筑
紫
日
向
小
戸
橘
之
檍
原
」、
第
十
に
は
「
橘
之
小
門
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
橘
」
は
単
な
る
地
名

で
は
な
い
。
西
郷
『
古
事
記
注
釈
』
が
「「
日
向
」
と
か
「
橘
」
と
か
光
明
や
生
命
を
象
徴
す
る
た
た
え
言
葉
を
つ
ら
ね
た
神
話
上
の
名
」
と
い

う
よ
う
に
神
話
上
の
美
称
で
あ
り
、
橘
と
い
う
名
は
実
体
を
喚
起
す
る
は
ず
で
あ
る
。
ヲ
ド
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
小
さ
な
河
口
と
す
る
説）

51
（

、

小
さ
な
瀬
戸
と
す
る
説）

52
（

、
小
さ
な
港
と
す
る
説）

53
（

な
ど
が
あ
る
。
紀
の
一
書
第
十
に
お
い
て
イ
ザ
ナ
キ
が
潮
の
速
い
「
粟
門
」
と
「
速
吸
名
門
」
と

を
避
け
て
「
橘
之
小
門
」
を
選
ん
だ
こ
と
か
ら
す
る
と
、
橘
の
小
戸
は
瀬
戸
で
は
な
く
小
さ
な
川
の
河
口
付
近
と
す
る
の
が
良
い
。
問
題
は
記
紀

神
話
が
橘
の
小
門
を
港
と
し
て
想
像
し
て
い
た
か
ど
う
か
だ
が
、『
日
本
書
紀
』
神
代
下
第
十
段
一
書
第
四
で
は
「
橘
之
小
戸
」
に
海
神
の
乗
る

「
駿
馬
」
た
る
鰐
が
訪
れ
る
。
異
界
の
存
在
が
寄
り
来
る
場
と
し
て
の
「
橘
之
小
門
」
は
現
実
に
お
け
る
港
の
機
能
に
相
似
し
て
い
る）

54
（

。『
古
事

記
』
に
お
い
て
禊
ぎ
の
場
に
「
衝
立
船
戸
神
」
の
生
成
し
た
こ
と
が
、
こ
の
考
え
の
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
だ
ろ
う）

55
（

。
し
た
が
っ
て
、

神
話
の
中
の
地
名
で
は
あ
る
が
橘
の
小
門
も
ま
た
港
と
橘
の
関
わ
り
を
示
す
一
例
た
り
う
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
古
代
の
橘
は
港
や
船
の
寄
り
つ
く
場
所
に
印
象
深
い
植
物
で
あ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
に
触
れ
た
橘
に
ニ
ッ
ポ
ン
タ
チ
バ
ナ
の
よ
う

な
自
生
種
の
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
橘
と
港
津
と
の
結
び
つ
き
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
は
、
中
国
江
南
や
南
方
か
ら
伝
播
し

て
き
た
橘
が
日
本
に
お
い
て
も
専
ら
海
運
に
よ
っ
て
広
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
例
と
し
て
挙
げ
た
の
は
琵
琶
湖
の
「
泊
ま

り
」
で
あ
り
河
内
の
川
港
で
あ
っ
た
が
、
河
内
国
府
近
く
の
河
港
は
難
波
津
と
大
和
を
結
ぶ
大
和
川
水
運
の
要
衝
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
琵
琶
湖
も

淀
川
水
運
に
よ
っ
て
概
ね
難
波
津
と
結
ば
れ
て
い
た）

56
（

。
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橘
が
船
に
よ
っ
て
運
ば
れ
港
の
近
く
に
植
え
ら
れ
た
場
合
の
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
し
て
遠
祖
に
よ
る
橘
の
渡
来
伝
承
を
保
持
し
て
き

た
三
宅
氏
が
主
に
港
湾
の
機
能
を
有
す
る
屯
倉
を
管
轄
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
三
宅
氏
の
同
族
に
橘
守
氏
の
い
た
こ
と
な
ど
を
綜
合
す
る
と
、

以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
。
即
ち
、
い
つ
の
時
代
に
か
橘
を
将
来
し
た
人
物
乃
至
集
団
の
後
裔
で
あ
る
三
宅
氏
や
そ
の
周
辺
氏
族
が
安
閑
朝

の
頃
か
ら
各
地
の
屯
倉
を
拠
点
と
し
、
水
上
運
輸
に
よ
っ
て
橘
を
広
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

六
　
果
実
を
頒
布
す
る
神

　

記
紀
に
は
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
タ
ヂ
マ
モ
リ
の
使
命
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
に
端
を
発
し
て
、
実
際
に
橘
が
ど
の
よ
う
に
し
て

普
及
し
て
い
っ
た
の
か
を
能
う
限
り
具
体
的
に
考
え
て
み
た
。
考
察
を
通
じ
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
は
、
天
皇
の
命
を
受
け
て
常
世
か
ら
橘
を

将
来
し
た
タ
ヂ
マ
モ
リ
の
末
裔
が
屯
倉
を
中
心
と
し
て
橘
を
植
え
広
め
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
謂
わ
ば
国
家
事
業
と
し
て
の

側
面
を
持
つ
と
言
え
る
が
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
神
話
や
伝
承
で
は
果
樹
を
植
え
広
め
て
ゆ
く
の
は
神
の
所
業
と
し
て
語
ら
れ
る
。

　

一
書
に
曰
く
、
素
戔
嗚
尊
の
曰
は
く
、「
韓
郷
の
島
は
、
是
、
金
銀
有
り
。
若
使
吾
が
児
の
御
ら
す
国
に
、
浮
宝
有
ら
ず
は
、
是
佳
か
ら

じ
」
と
の
た
ま
ふ
。
乃
ち
鬚
髯
を
抜
き
散
ち
た
ま
へ
ば
、
杉
に
成
る
。
又
胸
毛
を
抜
き
散
ち
た
ま
へ
ば
、
是
檜
に
成
る
。
尻
毛
は
是
柀
に
成

る
。
眉
毛
は
是
櫲
樟
に
成
る
。
已
に
し
て
其
の
用
ゐ
る
べ
き
を
定
め
た
ま
ひ
て
、
乃
ち
称
へ
て
曰
は
く
、「
杉
と
櫲
樟
と
、
此
の
両
樹
は
、

以
ち
て
浮
宝
に
す
べ
し
。
檜
は
、
以
ち
て
瑞
宮
の
材
に
す
べ
し
。
柀
は
、
以
ち
て
顕
見
蒼
生
の
奥
津
棄
戸
に
将
ち
臥
さ
む
具
に
す
べ
し
。
夫

れ
噉
ふ
べ
き
八
十
木
種
は
、
皆
能
く
播
き
生
し
つ
（
夫
須
噉
八
十
木
種
、
皆
能
播
生
）」
と
の
た
ま
ふ
。
時
に
素
戔
嗚
尊
の
子
、
号
け
て
五

十
猛
命
と
曰
す
。
妹
は
大
屋
津
姫
命
。
次
に
枛
津
姫
命
。
凡
て
此
の
三
神
も
能
く
木
種
を
分
布
す
。
即
ち
紀
伊
国
に
渡
し
奉
る
。
然
し
て
後

に
素
戔
嗚
尊
、
熊
成
峰
に
居
し
ま
し
て
、
遂
に
根
国
に
入
り
た
ま
ふ
。（『
日
本
書
紀
』
神
代
上
第
八
段
一
書
第
五
）

端
鹿
里
。
土
は
下
の
上
。
右
、
端
鹿
と
号
く
る
は
、
昔
、
神
、
諸
の
村
に
菓
子
を
班
ち
た
ま
ひ
し
に
、
こ
の
村
に
至
り
て
足
ら
ず
。
故
れ
、

仍
り
て
云
り
た
ま
ひ
し
く
、「
間
な
る
哉
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故
れ
、
端
鹿
と
号
く
。
今
に
そ
の
神
在
す
。
こ
の
村
、
有
今
に
至
る
ま
で
、
山
の
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木
に
菓
子
な
し
。
真
木
・
柂
・
枌
生
ふ
。（『
播
磨
国
風
土
記
』
賀
毛
郡
）

第
一
例
に
お
い
て
「
噉
ふ
べ
き
八
十
木
種
」
を
播
い
て
い
っ
た
主
体
は
少
し
分
か
り
に
く
い
。
五
十
猛
神
と
共
に
木
種
を
分
布
し
た
「
大
屋
津
姫

命
」
は
「
大
き
な
家
屋
の
女
神
」（
新
編
）
で
あ
り
、「
枛
津
姫
命
」
の
ツ
マ
は
「
檜
乃
嬬
手
乎
」（『
万
葉
集
』
一
・
五
〇
）、「
真
木
乃
都
麻
手

乎
」（
同
）
の
ツ
マ
デ
の
ツ
マ
と
同
じ
で
、
簡
単
に
製
材
し
た
木
の
こ
と
を
指
す
。
こ
の
三
神
は
杉
・
檜
・
柀
・
櫲
樟
の
種
を
播
い
た
と
考
え
る

べ
き
で
あ
り
、「
噉
ふ
べ
き
八
十
木
種
」
を
播
い
た
の
は
素
戔
嗚
尊
で
あ
ろ
う
。
大
宜
津
比
売
神
を
殺
し
蚕
・
稲
種
・
粟
・
小
豆
・
麦
・
大
豆
の

生
成
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
こ
の
神
に
は
豊
饒
神
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
（『
古
事
記
』）。

　

こ
れ
ら
の
伝
承
の
発
想
さ
れ
る
背
景
に
は
古
代
の
人
々
が
果
樹
の
豊
か
な
実
り
に
神
意
を
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
神
が
奇
瑞
を
生

じ
さ
せ
る
の
で
な
く
、
木
種
を
植
え
た
り
、
果
実
を
配
っ
て
歩
い
た
り
し
て
い
る
の
が
興
味
深
い）

57
（

。
或
い
は
神
に
扮
し
た
人
物
が
木
種
を
携
え
て

豊
か
な
実
り
を
予
祝
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
祭
式
の
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
て
み
て
も
良
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
松
前
健
は
「
こ
の
神
（
筆
者
注 

第
一
例
の
素
戔
嗚
尊
）
は
、
琉
球
の
二ニ

イ
ル
ビ
ト

色
人
や
マ
ヤ
の
神
が
、
ニ
ラ
イ
、
ニ
ル
ヤ
、
儀
来
、
マ
ヤ
の
国
な
ど
と
い
う
、
海
上
の
楽
土
か
ら
舟
に
乗

り
来
訪
す
る
よ
う
に
、
や
は
り
海
の
果
の
根
の
国
か
ら
舟
に
乗
り
、
豊
饒
を
も
た
ら
す
マ
レ
ビ
ト
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う）

58
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

神
が
共
同
体
に
木
種
を
も
た
ら
し
豊
か
な
実
り
を
予
祝
す
る
の
と
同
様
、
神
な
が
ら
の
存
在
で
あ
る
天
皇
も
ま
た
常
世
に
産
す
る
貴
重
な
果
実

を
普
及
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
を
富
ま
し
め
た
の
で
あ
る
。
水
運
に
よ
っ
て
国
土
に
橘
を
植
え
広
め
よ
う
と
い
う
企
て
は
、
右
に
見
た
よ
う
な

海
を
越
え
て
果
樹
を
も
た
ら
す
神
々
の
業
と
遥
か
に
繫
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

註（
1
） 

土
居
光
知
「
比
較
文
学
と
『
万
葉
集
』」 （
土
居
光
知
著
作
集
第
二
巻
『
古
代
伝
説
と
文
学
』 
１
９
７
７
・
４ 

岩
波
書
店
）
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（
2
） 

大
林
太
良
「
田
道
間
守
と
武
内
宿
祢
」（『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』
50　

１
９
８
７
・
１
）

（
3
） 
こ
の
よ
う
な
理
解
を
示
す
も
の
は
他
に
、
三
品
彰
英
「
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
帰
化
年
代
考
」（
三
品
彰
英
論
文
集
第
四
巻
『
増
補
日
鮮
神
話
伝
説
の
研
究
』

１
９
７
２ 

・
４ 

平
凡
社
）、
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』、
三
浦
佑
之
「
神
仙
譚
の
展
開
―
蓬
萊
山
か
ら
常
世
国
へ
」（『
文
学
』
９
（
１
）
２
０
０
８
・

１
）
な
ど
が
あ
る
。

（
4
） 

吉
田
敦
彦
「
田
道
間
守
と
時
じ
く
の
香
の
木
の
実
」（『
豊
饒
と
不
死
の
神
話
』
１
９
９
０
・
１
１ 

青
土
社
）

（
5
） 

守
屋
俊
彦
「
多
遅
摩
毛
理
の
物
語
」（『
日
本
古
代
の
伝
承
文
学
』
１
９
９
３
・
２ 

和
泉
書
院
）

（
6
） 

梶
浦
一
郎
『
朝
日
百
科 

植
物
の
世
界
』
第
三
巻 

１
９
９
７
・
１
０ 

朝
日
新
聞
社

（
7
） 

武
内
和
彦
・
梶
浦
一
郎
・
大
黒
和
哉
「
野
生
果
樹
遺
伝
資
源
の
現
地
保
存
と
自
生
地
の
植
生
管
理
」（『
造
園
雑
誌
』
52
（
５
）
１
９
８
９
・
３
）、
平

井
正
志
・
光
江
修
一
・
喜
多
景
治
・
梶
浦
一
郎
「
日
本
に
お
け
る
タ
チ
バ
ナ
の
分
布
と
ア
イ
ソ
ザ
イ
ム
分
析
」（『
園
藝
学
会
雑
誌
』
59
（
１
）
１
９
９

０
・
６
）

（
8
） 

上
代
文
献
の
橘
に
つ
い
て
は
、
ダ
イ
ダ
イ
と
す
る
説
（
田
中
長
三
郎
「
柑
橘
種
類
の
一
般
（
上
）」『
柑
橘
の
研
究
』
１
９
３
３
・
３ 

養
賢
堂
）、
コ
ミ

カ
ン
の
類 

と
す
る
説
（
松
田
修
『
萬
葉
植
物
新
考
』
１
９
３
４
・
５ 

春
陽
堂
、
牧
野
富
太
郎
「
ミ
カ
ン
」『
植
物
知
識
』
１
９
８
１
・
２ 

講
談
社
学
術

文
庫
）
な
ど
あ
る
が
、「
タ
チ
バ
ナ
（
橘
）
は
、
古
代
に
お
い
て
、
小
形
の
寛
皮
性
の
ミ
カ
ン
の
総
称
に
も
用
い
ら
れ
た
」（
小
林
章
「
日
本
の
原
始
・

古
代
社
会
と
果
物
の
利
用
」『
文
化
と
果
物
』
１
９
９
０
・
５ 

養
賢
堂
）
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
例
え
ば
「
菓
子
の
長
上
」（『
続
日
本
紀
』
天
平
八
年

十
一
条
）
と
讃
え
ら
れ
た
橘
な
ど
は
少
な
く
と
も
食
用
に
適
し
な
い
ニ
ッ
ポ
ン
タ
チ
バ
ナ
や
ダ
イ
ダ
イ
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
当
面
は
柑
橘
全
般

を
指
し
う
る
名
と
解
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

（
9
） 

小
林
（
８
）
前
掲
論
文

（
10
） 

『
大
日
本
仏
教
全
書
』
123 

（
11
） 

東
野
治
之
「
往
来
し
た
品
々
」（『
遣
唐
使
』
２
０
０
７
・
１
１ 

岩
波
新
書
）

（
12
） 

三
浦
佑
之
「
多
遅
摩
毛
理
と
く
ら
も
ち
の
皇
子
」（『
文
学
・
語
学
』
73 
１
９
７
４
・
１
０
）

（
13
） 

『
大
日
本
古
文
書
』
五　

二
七
五
頁

（
14
） 

今
井
啓
一
『
帰
化
人
』 

１
９
７
４
・
１
１　

綜
芸
社

（
15
） 

平
野
邦
雄
「
秦
氏
の
研
究
（
一
）」（『
史
学
雑
誌
』
70
（
３
）
１
９
６
１
・
３
）、
上
田
正
昭
「
古
代
国
家
の
実
力
者
」（『
帰
化
人
』
１
９
６
５
・
６ 

中

公
新
書
）、
同
「
古
代
信
仰
と
道
教
」（『
道
教
と
古
代
の
天
皇
制
』
１
９
７
８
・
５ 

徳
間
書
店
）、
千
田
稔
「
磐
余
と
斑
鳩
」（『
古
代
日
本
の
歴
史
地
理
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学
的
研
究
』
１
９
９
１
・
１
１ 

岩
波
書
店
） 

大
橋
信
弥
「
息
長
氏
と
渡
来
文
化
」（『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』
95 

１
９
９
８
・
５
）

（
16
） 
川
尻
秋
生
「
大
生
部
直
と
印
波
国
造
」（『
千
葉
県
立
中
央
博
物
館
研
究
報
告 

人
文
科
学
』
７
（
１
） 

２
０
０
１
・
３
）

（
17
） 
大
和
岩
雄
「
大
生
神
社
」『
日
本
の
神
々
―
神
社
と
聖
地
』
第
十
一
巻　

関
東
（
１
９
８
４
・
１
２ 

白
水
社
）、
谷
川
健
一
「
常
陸
―
東
方
の
聖
地
」

（
谷
川
健
一
著
作
集
８
『
常
世
論
』
１
９
８
８
・
１
２ 

三
一
書
房
）、
永
藤
靖
「
常
世
世
界
の
東
漸
」（『
文
芸
研
究
』
113　

２
０
１
１
・
２
）

（
18
） 

桑
原
公
德
『
式
内
社
調
査
報
告
』
第
十
八
巻 

山
陰
道
１
（
１
９
８
４
・
２ 

皇
學
館
大
学
出
版
部
）、
瀬
戸
谷
晧
『
日
本
の
神
々
―
神
社
と
聖
地
』
第
七

巻 

山
陰
（
１
９
８ 

５
・
８
白
水
社
）
に
よ
る
。

（
19
） 

同
じ
層
位
か
ら
は
、「
延
暦
十
六
年
正
月
廿
日
」
と
記
さ
れ
た
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
（『
木
簡
研
究
』
11 

１
９
８
９
・
１
１
）。

（
20
） 

西
郷
信
綱
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
物
語
」（『
古
事
記
研
究
』
１
９
７
３
・
７ 

未
来
社
）

（
21
） 

遠
藤
慶
太
『
高
橋
氏
文
注
釈
』（
２
０
０
６
・
３ 

翰
林
書
房
）

（
22
） 

直
木
孝
次
郎
「
難
波
の
屯
倉
」（『
難
波
宮
と
難
波
津
の
研
究
』
１
９
９
４
・
２ 

吉
川
弘
文
館
）

（
23
） 

平
野
邦
雄
「
六
世
紀
の
国
家
組
織
」（『
大
化
前
代
政
治
過
程
の
研
究
』
１
９
８
５
・
６ 

吉
川
弘
文
館
）、
直
木
（
22
）
前
掲
論
文

（
24
） 

周
知
の
よ
う
に
、
吉
士
は
水
上
交
通
に
携
わ
っ
た
渡
来
系
氏
族
で
あ
る
（
三
浦
圭
一
「
吉
士
に
つ
い
て
」『
中
世
民
衆
生
活
史
の
研
究
』
１
９
８
１
・

１
２ 

思
文
閣
出
版
）。

（
25
） 

千
田
稔
「
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
伝
承
再
考
」（『
古
代
の
日
本
と
渡
来
の
文
化
』
１
９
９
７
・
４ 

学
生
社
）、
高
寛
敏
「
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
と
難
波
の
ヒ
メ
コ
ソ

社
神
」（『
古
代
の
日
本
と
渡
来
の
文
化
』
１
９
９
７
・
４ 

学
生
社
）

（
26
） 

千
田
稔
「
ア
ガ
タ
と
ミ
ヤ
ケ
」（
千
田
（
15
）
前
掲
論
文
）

（
27
） 

『
木
簡
研
究
』
33 

２
０
１
１
・
１
１

（
28
） 

景
山
春
樹
『
式
内
社
調
査
報
告
』
第
十
二
巻 

東
山
道
（
１
９
８
１
・
２ 

皇
學
館
大
学
出
版
部
）
に
よ
る
。

（
29
） 

山
尾
幸
久
「
森
ノ
内
遺
跡
出
土
の
木
簡
を
め
ぐ
っ
て
」『
木
簡
研
究
』
12　

１
９
９
０
・
１
１

（
30
） 

山
尾
（
29
）
前
掲
論
文
は
馬
道
郷
の
三
宅
連
が
葦
浦
屯
倉
の
管
理
実
務
を
職
掌
と
し
た
旧
難
波
吉
士
に
溯
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
山
尾
が
三
宅
連

の
前
身 

に
難
波
吉
士
を
考
え
る
根
拠
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
三
宅
氏
の
連
賜
姓
以
前
の
三
宅
吉
士
が
難
波
吉
士
か
ら
派
生
し
た
と
す
る
奥
田

尚
（「
天
日
槍
の
伝
承
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題
」『
兵
庫
史
学
』
57 

１
９
７
１
・
１
０
）
の
説
に
拠
る
か
。

（
31
） 

新
編
に
よ
れ
ば
米
原
市
近
江
町
箕
浦
も
し
く
は
蒲
生
郡
竜
王
町
綾
戸
か
と
い
う
。
大
橋
信
弥
（
15
）
前
掲
論
文
で
は
前
者
を
支
持
す
る
。

（
32
） 

高
（
25
）
前
掲
論
文
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（
33
） 

和
田
萃
「
チ
マ
タ
と
橘
」（『
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集
』
第
七 

１
９
８
４
・
１
２ 

吉
川
弘
文
館
）

（
34
） 
『
果
樹
園
芸
大
百
科
１ 

カ
ン
キ
ツ
』（
２
０
０
０
・
２ 

農
山
漁
村
文
化
協
会
）

（
35
） 
安
部
熊
之
輔
「
地
理
と
気
候
」（『
日
本
の
蜜
柑
』
明
治
農
書
全
集 

第
七
巻 

果
樹 

１
９
８
３
・
１
２ 

農
山
漁
村
文
化
協
会
）

（
36
） 

豊
崎
卓
に
よ
れ
ば
現
代
に
お
い
て
も
霞
ヶ
浦
周
辺
に
は
数
多
く
の
柑
橘
類
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。（「
湖
と
住
民
」『
霞
ヶ
浦
―
自
然
・
歴
史
・
社
会
―
』

１
９
８
４
・
６ 

古
今
書
院
）

（
37
） 

『
新
編
常
陸
国
誌
』

（
38
） 

天
平
十
年
（
七
三
八
）
駿
河
国
正
税
帳
（『
寧
楽
遺
文
』
上 

二
二
五
頁
）
に
「
相
模
国
進
上
橘
子
」
と
あ
る
。
少
な
く
と
も
相
模
に
つ
い
て
は
八
世
紀

前
半
に
橘
の
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
39
） 

自
生
地
を
船
泊
ま
り
に
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
な
い
限
り
植
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
40
） 

藤
岡
謙
二
郎
「
河
内
の
国
府
」（『
大
和
川
』 

１
９
７
２
・
８ 

学
生
社
）

（
41
） 

和
田
萃
「
氏
族
と
古
道
」（『
藤
井
寺
市
史
』
第
一
巻 

通
史
編
一 

１
９
９
７ 

藤
井
寺
市
）

（
42
） 

直
木
（
22
）
前
掲
論
文

（
43
） 

千
田
稔
「
国
津
と
国
府
津
（
そ
の
１
）」（『
埋
れ
た
港
』 

１
９
７
４
・
５ 

学
生
社
）、
和
田
（
41
）
前
掲
論
文
の
指
摘
に
よ
る
。

（
44
） 

千
田
稔
「
畿
内
周
辺
の
内
陸
航
路
と
港
」（
千
田
（
43
）
前
掲
書
）

（
45
） 

岸
俊
男
「
古
道
の
歴
史
」（『
古
代
の
日
本
』
第
５
巻 
近
畿 

１
９
７
０
・
１ 

角
川
書
店
）

（
46
） 

直
木
（
22
）
前
掲
論
文
、
千
田
（
44
）
前
掲
論
文
が
こ
の
考
え
を
踏
襲
す
る
。
和
田
（
41
）
前
掲
論
文
は
十
八
年
十
月
条
に
つ
い
て
、
二
国
の
使
者
を

迎
え
た
の
は
海
石
榴
市
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
桜
井
市
粟
殿
の
小
字
「
跡
田
」
に
比
定
さ
れ
る
阿
斗
河
辺
館
に
案
内
し
た
の
だ
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
に
解
す
る
と
極
く
近
接
し
た
場
所
に
海
石
榴
市
と
阿
斗
桑
市
と
い
う
二
つ
の
市
が
立
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
当
面
阿
斗
を
田
原
本
町

阪
手
に
比
定
す
る
岸
説
に
従
う
。

（
47
） 

和
田
（
41
）
前
掲
論
文
に
よ
れ
ば
古
代
に
お
い
て
は
大
阪
市
の
上
町
台
地
の
東
側
に
湖
が
拡
が
っ
て
い
た
と
い
う
。

（
48
） 

た
だ
し
、
大
阪
府
と
奈
良
県
の
府
県
境
付
近
の
大
和
川
が
大
阪
平
野
に
抜
け
よ
う
と
す
る
狭
窄
部
の
「
亀
の
瀬
」
あ
た
り
に
お
い
て
は
近
世
に
お
い
て

も
舟
航
は
難
し
く
、
こ
の
区
間
は
陸
路
を
進
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
和
田
（
41
）
前
掲
論
文
）。

（
49
） 

『
五
島
編
年
史
』
上
巻　

１
９
７
３
・
７ 

国
書
刊
行
会
）

（
50
） 

瀬
野
精
一
郎
『
長
崎
県
の
歴
史
』
１
９
７
２
・
４ 

山
川
出
版
社
。
た
だ
し
、
１
９
９
８
年
９
月
刊
行
の
『
長
崎
県
の
歴
史
』（
山
川
出
版
社
）
で
は
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「
五
島
列
島
内
の
可
能
性
は
う
す
い
」
と
し
て
い
る
。

（
51
） 
『
古
事
記
伝
』、
古
典
大
系
『
日
本
書
紀
』、
西
郷
『
古
事
記
注
釈
』、
和
田
（
33
）
前
掲
論
文
、
新
編
全
集
『
日
本
書
紀
』

（
52
） 
古
典
大
系
『
古
事
記
』、
思
想
大
系
『
古
事
記
』、
桜
井
満
「
日
本
武
尊
の
世
界
」（『
日
本
武
尊
論
―
焼
津
神
社
誌
』
１
９
８
９
・
８ 

焼
津
神
社
）

（
53
） 

新
編
全
集
『
古
事
記
』

（
54
） 

伊
雑
宮
の
御
田
植
祭
の
日
に
七
本
の
鮫
が
沖
か
ら
訪
れ
る
と
伝
え
ら
れ
る
的
矢
湾
は
「
志
摩
半
島
で
は
船
が
か
り
に
最
適
な
場
所
」
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
参
考
に
な
る
（
谷
川
健
一
「
志
摩
の
記
」  

谷
川
（
17
）
前
掲
書
）。

（
55
） 

「
ふ
な
と
」
は
「
船
が
出
入
り
す
る
船
着
き
場
の
意
」
で
あ
る
（
井
手
至
「
船
門
の
神
」『
遊
文
録
』
説
話
民
俗
篇 

２
０
０
４
・
５ 

和
泉
書
院
）。

（
56
） 

南
出
眞
助
に
よ
れ
ば
、
淀
川
本
流
は
河
状
係
数
（
年
間
の
最
大
流
量
と
最
小
流
量
の
比
）
が
他
の
大
河
川
に
比
べ
て
際
立
っ
て
小
さ
く
水
運
に
適
し
て

い
る
が
、 

近
江
の
関
津
か
ら
宇
治
に
至
る
ま
で
は
「
ま
っ
た
く
通
船
で
き
な
い
峡
谷
地
帯
を
な
し
て
い
る
」
と
い
う
（「
水
運
と
津
の
発
達
―
琵
琶
湖
・

淀
川
を
中
心
と
し
て 

―
」『
王
朝
文
学
と
交
通
』 

２
０
０
９
・
５ 

竹
林
舎
）

（
57
） 

神
代
紀
の
記
事
に
つ
い
て
は
「
出
雲
に
は
枯
山
を
青
山
に
す
る
呪
法
が
あ
っ
た
」（
守
屋
俊
彦
「
素
戔
嗚
尊
の
涕
泣
神
話
」『
記
紀
神
話
論
考
』 

１
９
７

３
・
５ 

雄
山
閣
）
と
い
う
理
解
や
、〈
青
山
を
枯
山
に
す
〉〈
枯
山
を
青
山
に
す
〉
と
い
う
「
神
々
の
不
思
議
」
と
し
て
の
把
握
（
三
宅
和
朗
「
古
代
の

樹
木
と
神
異
」『
古
代
の
王
権
祭
祀
と
自
然
』 
２
０
０
８
・
６ 

吉
川
弘
文
館
）
も
あ
る
が
、「
播
生
」
と
い
う
表
現
は
看
過
し
え
な
い
。

（
58
） 

松
前
健
「
須
佐
之
男
命
崇
拝
と
そ
の
神
話
の
形
成
」（『
日
本
神
話
の
形
成
』
１
９
７
０
・
５ 

塙
書
房
）


